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第1図　最上川集団桑園野鼠被害図

（1978）

5　概　　要

第4表に示すように，1988年は圃場近接桑園でも一

般に被害少なく，調査桑園においては被害株ロであり

その効果の判定までには至らなかった。しかし，’69

年には8株，’70年には0株と被害株は少なく，調査

圃場近接桑園では，∵‘9年には50～40軋’70年

は40～50帝の中症～重症の被害であることからみ

て，開場周辺20仇敵布の効果は明らかに認められた。

なお，参考のため1970年の最上川集団桑園被害国を第

1図として記載した。

4　総　　　　　括

憐化亜鉛剤の嗜好性，喫食性並びに殺鼠効果は，調

査の結果からみてかなり高く，有効であることがわか

った。また，融雪後圃場に散布された憐化亜鉛剤の状

態は，外観的変化少なく，有効成分がコーティングに

よって保護されているようであるが，これらのものが

冬期侵入する野鼠に対する殺鼠効果については明確に

されなかった。防除法では，単一圃場防除と圃場周辺

部20m散布防除を比較した場合．1969～1970年

の成績で示すとおり，外辺部からの野鼠の侵入を防ぎ，

被害株の少なかった圃場周辺部207花散布の効果は明

らかである。以上のことから，集団桑園等の野鼠防除

は，桑園内または周辺部の野鼠分布密度の高い所を中

心に，桑園に移動する範囲を207花とみて，按雪前に

桑園10a当り500才．外辺部108当り400㌢の憐

化亜鉛剤を投入し，防除を行なえば野鼠被害の軽減を

図れるものと考えられる。

協業養蚕の生産性について

浜　名　光　衛

（福　島　県鳥試）

1　は　じ　め　に

協業経営の中で養蚕の協業経営は，比較的安定して

いるとみられていた。しかし，最近規模が拡大するに

つれ各種の問題が発生している。

その問題の根底には桑園の生産性の低さが原因して

いる例が多い。

そこで，本報告は毒蚕協業経営の生産性を低下させ

ている要因について協業経営の運営面に視点をあて若

干の考察を行なう。

2　協業養蚕組合の実態と問題点

1　協業組合の設立状況とその特徴

福島県の協業養蚕組合は，昭和5°年ころから急速

に生まれ，昭和45年末で100組合を数えることがで

きる。

地域的には会津地方に多く，県北地方が少ない。

現在，活動している組合の概況は第1表に示したが

1組合当りの構成農家は約6戸，平均桑園面積41Ba

で，その桑園の平均樹令は45年末で5年である。ま

た，桑園10a当り収繭量は40Kクと県平均の半分以

下である。

2　設立年度別協業組合の規模と収繭量

昭和57年前に設立した組合の桑園面横は5ha以

下であったが昭和44年以後に設立した組合の桑園面

掛ま811a以上と年をへるにつれ大きくなり，それに

つれて構成農家数も多くなっている（第2表）。

一九設立年度別（桑樹令別）の収繭量は，桑園造

成後1年日　日年生桑樹）が10a当り7晦で，その

後比較的順調に伸び4年で52晦に達している。しか

し，5年日からは伸びが停滞し協業組合の運営を苦し

める要因となっている。
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第1表　地域別協業組合の概況
（昭45年）

組 合　数
1 組　 合　 当　 り 収　　繭　　量

戸　　　 数 桑園面構 箱　 当　 り 1 0 8・当り

平　　　均

桑　樹　令

5

戸 a K P K ク 年

5．2 5 9 8 2 9 6 2 5．4

2 2 ヱ2 5 7 5 2 8 5 8 5．1

5 5 5．d 5 1 5 5 0 5 8 5．2

2 0 5．5 5 5 0 2 9 4 4 4 2

1 0 0 5．9 4 1 8 2 9 4 0 5．0

県平均10　8
当り収繭量

県　　北

県　　南

会　　津

浜

計

第2蓑　設立年度別協業組合の概況

項 目　　　 年 度
5 7 年 前 5 8 5 9 4 0 4 1 4 2 4 5 4 4　■4 5 平　　 均

組　　 合　　 数 5 1 5 2 1 5 8 1 2 8 7 4

1 細．合 当 り 農 家 数 4 5戸
4 4 4 9 8．1 1 4 ス 1 ス7 6．0 5．9

〝　 桑 園 面 積 2 2 5 a
2 5 1 5 4 5 4 1 5 4 9 5 5 8 9 5 5 7 8 0 8 4 1 8

1 戸 当 り 桑 園 面 積 5 2 a
5 5 7 0 6 8 8 7 8 5 7 5 1 5 1 7 1

1 D a 当 り収 繭 量
占4 K g

4 5 5 4 5 7 5 2 4 4 2 4 7 4 0

注・収繭量は使用桑園当り総収繭量

5　規模別協業組合の構成農家と収繭量

桑園規模別組合の特徴を，気象条件の制約を強く受

ける会津地方の組合を除いた，県北，県南，浜通りの

樹令4年から6年になる桑園を所有する組合でみると，

構成農家数は桑園規模に従って多くなり，1戸当り桑

園面軌は変わっていない（第5蓑）。

一九10a当り掃立量は規模が大きくなるにつれ

第5蓑　規模別協業組合の特徴

少なくなっているので，10a当り収繭量は規模拡大

につれ少なくなり，2・4ha以下の組合は80K9．10

ha以上の組合は29Kクと蓋が大きくなっている。

このことは．桑園の桑菓生産の低さにあり，最近設

立される組合の規模が大きくなっていることを考える

と非常に問題である。

′、－ 2 ．4　 h a 2 ．5 ～ 4 9 h a 5 ．D ～ ス 4　h a

8 7 5 5

5，0 戸
4 7 1 4 1 1．0

5 9　 8 7 2 7 5 7 5

2 8 K F
5 1 2 8 5 0

8 D K g
d l 5 1 4 2

注・59・40・41年に設立した県北，県南，浜の組合

4　協業組合の事業貿金

桑園面横4ha以上所有する組合の事業資金はtOd1

万円で，その内訳は補助金44％，借入金40蕗，自

己資金18多で自己資金率が非常に少ない（第4表）。

これを，各組合の所有桑園面積で割ると事業資金が

10a当り1°万d千円で，この内借入金は‘万7千

円となる。

そして，この借入金の償還期間を12年として年債
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還額を計算すると元利（利子d酵）が8750円になり，

現在の収繭量では総生産額の2割以上で運営を苦しめ

る大きな要因となっている。

第4表　協業　組合　の　事業資　金

項 目　　 資 金 補　 助　 金 借　 入　 金 自 己 資 金 計

1 組 合　 当　 り
千円 千円 千円 千円

4．7 5 4 4．2 2 0 t d 5 8 1 0．8 1 2

桑 園 1 0 a 当 り 7 5 8 7 2 1 1 8 8

構　　 成　　 比 4 4 4 0 1 占 1 0 0

5　協業組合の問題点

以上のことから協業組合の問題点を整理すると，

①桑園108当り収商量が非常に少ない，②特に，1

組合当りの桑園面積が拡大するにつれ収商量が低下し

ている，（∋さらに，桑園造成5年以後の生産量の伸び

が悪い，④そして，これらの問題点には運営上の問題

も交錯して発生している．と要約できる。

5　協業養蚕組合の生産性低下要因

1　基本的要因

生産性低下要因を，県蚕糸課で行なったアソケート

結果を利用して分析すると次のようである。

組合の現状について好成績と答えている組合は全体

の7帝で半分以上は良くないと答えている。その理由

として1D a当り収繭量が低いと答えた組合が占う痴

あり，組合自体で収繭量の低さを認識している（第5

蓑）。

低繭量の低い要因として気象条件が悪い．有放物の

投下不足，桑園造成，戟植法が悪いなどをあげている。

第5表　協業組合のアンケート結果　（4ha以上の組合）

経営の現状について 良　 く　な　い　理　由 反収 の 低 い 原因

一応の成績　　　　　　　　 4 0 喀 反収が低い　　　　　　　　 8 5 ％ 気象条件が悪い　　　　　 5 2 ％

期待はずれ　　　　　　　　 5 8 桑園不足　　　　　　　　　 1 1 有機物の投下不足　　　　　 2　5

悪　　　 い　　　　　　　　　　 8 作美能率が悪い　　　　　 1 1 管理不充分　　　　　　　 1 5

良くない　　　　　　　　　　　 7 出役が悪い　　　　　　　 1 0 我植法が悪い　　　　　　 1 5

好　 成　 績　　　　　　　　　　 7 作柄不安定　　　　　　　　　 5 造成方法が悪い　　　　　 1 5

有機物投下不足の原因 有機物 の投下量　目　 0 a 当 り） 桑　園　の　造　成　 方　法

原料確保難　　　　　　　　 5 0 ％ 稲　 わ　 ら　　　　　　　 2 1 0 Kg 山　 成　 造　 成　　　　 5 5 ％

資金不足　　　　　　　　　 5 2 堰きゅう肥　　　　　　　　 2 2 テ　 ラ　 ス　 式　　　　　 5 5

労働力不足　　　　　　　 1 4 蚕　 ぶ　 ん　　　　　　　　 1 8 5 平　　　　　 坦　　　　 1 2

その他　　　　　　　　　　　　 4 そ の 他　　 5 5 5

計 （堆肥換算） （1．1 5 6）

このようなことは．協業組合にのみ限られたことで

はないが，協業組合なるが故にそれを助長している面

がうかがわれる。

すなわち，協業組合が所有している桑園の大部分は

新設の集団桑園であり，このような桑園を造成できる

所は山間地で一般に急傾斜地の宿地が多く，気象的災

害も受けやすい。

一方，有機物の投下量は県の基準10a当り堆肥で

1500晦～2，DOOKgに対してt156Kgと少ない。そ

の理由としては原料確保難，資本金不足，労働力小足
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を主な理由にあげているが，出役や借入金の問題など

を考え合わせると運営上の問題としてとらえることが

できる。

以上のことから，協業養蚕組合の土地生産性の低さ

は，基本的には技術的要因にあり，それに運営上の問

題が交錯して生じていることが確認できる。

2　規模拡大と収繭量の低下要因

桑園規模が大きくなるにつれ収雨量が低下している

要因を，運営面から検討すると次のようにとらえるこ

とができる。

養蚕の協業組合は農山村地帯に多く，その構成農家

は複合経営を行なっている場合が多い。また，個別経

営内部でも糞蚕を行なっている例が多く，協業組合と

個別経営との労働競合が弥く生じている。

そのために協業組合での出役体制が不倫になり，充

分な桑園管理ができにくい組合が多い。

さらに，畑作を主体とした地帯では個別経営内でも

有機物の不足が生じており，協業組合での有機物の確

保は困難になっている。

以上のことは，借入金の依還によって運営資金の少

ない組合では，なおいっそう悪化しているし，規模が

大きければ大きいほど強く働いている。

5　桑園造成5年以後の収繭量の停滞

桑園造成5年以後の収繭量が非常に不安定で集団桑

園の生産性を停滞させている。この要因については，

前述したように有機物の投下量の不足，桑園管理の粗

雑，計画的な採桑が行なわれていないなどの技術的な

要因によるところが大きいが，運営面からみると借入

金の問題に起因する点が非常に大きい。

すなわち，協業組合が利用している制度資金は，5

年据え置きで4年目から依遍になる場合が多い。一兎

協業組合の事業は2～5年間で行なわれるので償還金

の返済額は桑園造成後5～d年目が非常に多い。

この債還に耐えるためには，掃立量を増加しなけれ

ばならず，桑樹が成木化する本時期に無計画な乱伐を

行ない樹勢を弱らせ，生産性を低下させている例が多

い。さらに，この時期は運営資金が不足するので桑園

管理が充分に行なわれがたい。

このように，借入金の多少（自己資金の不足）は桑

園造成後の桑の生産性を大きく左右する要田となって

いる。

4　む　　す　　び

協業養蚕組合の生産性は，個別養蚕経営のそれより

労働生産性は高いが，土地生産性は非常に低く苦しい

運営を行なっている。

その要因は単に技術的な欠陥だけでなく．運営面に

起因するところが非常に大きい。

さらに，その運営問題の根底には構成農家の経営条

件，協業組合から個別農家にもたらす所得が個別農家

を必ずしも満足させているものではない，などの問題

も横たわっている。

このように，協業養蚕組合のかかえている問題は技

術的な問題，構成農家の経営条件，制度賛金の問題な

ど複雑な問題が交錯して発生しており，この改善には

広い視野に立って検討する必要がある。

寒冷地における養蚕主業経営の成立条件

原　沢

（東　北

1　ま　え　が　き

本稿で，養蚕主菜経営とは，養蚕部門が農業経営全

体の現金収入の第1，2位を占め，養蚕を主幹部門と

する後台経営として，自立的専業農家となりうるよう

な農業経常をいう。

東北地方北部は．寒冷な気象条件により，養蚕の生

産性は制約を受けている。桑芽発育時期がおそく，

「改良鼠返」「－の頗」などに胴枯病が発生しやすく．

生理的に寒砧が起きやすいことは周知のとおりである。

また，本地方の養蚕経営は主として山沿地帯に分布し，

辰　常

農　試）

基礎として稲作と結合し，養蚕は副業的な小規模粗放

な形態が一般であった。今後の養蚕経営は，外部経済

条件の変化に対応して，養蚕主菜経営として確立する

方向に進むか，または現状維持に停滞し．やがて衰滅

するか．という分岐点に立っていると考えられる。養

蚕主菜経営吼　関東・東山地域を主として形成され，

東北では類似した土地条件の地帯（福島，山形，村山

宮城県南，岩手県南）に集中している。昭和50年代

後半から，東北北部でも養蚕主菜を目標に進む地区・

農家が点状に発生した。ここでは，大規模な養蚕農家

数（年間繭生産量1t以上）はきわめて少ないが，一




